
はしがき

この本は、国際私法の入門書です。

国際私法についてまったく学んだことのない方が、手にとって

そのまま読み進むことで、国際私法の基本的な考え方について理

解できる本です。

国際私法の分野には、優れた概説書がすでにたくさん存在しま

す。もっとも、それらの書物の中には、さまざまな問題を広く扱

っているために通読がむずかしいものがあります。講義で教科書

として用いられること、そこで何らかの補足がされることを予定

しているものもあります。こうして考えていくと、まったくの初

学者が、一読して国際私法について全般的な知識を得ることがで

きるような書物を見つけるのは、それほど簡単なことではありま

せん。

もちろん、従来の概説書を読むだけで、国際私法についてしっ

かりと理解できる方もいるでしょう。そのような方には、特に入

門書として執筆されたこの本は不要なものだと思います。つまり

この本は、「そうでない方々」のために書かれたものです。

Appleから発売されたMacintoshというパソコンの広告では、

かつて、“the Computer for the Rest of Us”という言葉が使わ

れていました。当時ももちろん、コンピュータの扱いに長けてい

て、コマンドを入力してコンピュータを操作できる人はいたわけ

ですが、Macintoshは、「そうでない方々」がマウスなどを使っ
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て操作できるパソコンだと宣伝したわけです。

この本も、“for the Rest of Us”なものとして、つまり、国際

私法について学ぶ機会のない、ごく普通の方が、国際私法につい

ての基本的な考え方を知るためのものとして、読んでいただける

ように執筆しました。重要でない問題や、理解がむずかしい問題

は思い切って省き、基本的な問題についてはきちんと理解できる

ように、かみ砕いた説明を繰り返しています。そのため、入門書

としては少々厚くなってしまったかもしれませんが、それだけわ

かりやすいものになったと自負しています。

さて、国際私法についてすでにご存じの方向けになってしまう

かもしれませんが、ここで、この本の構成を簡単に紹介すること

にします。

この本は、全３部、13章から構成されます。

第１部「適用されるルールを決める～準拠法選択規則の巻～」

では、国際私法の意義から出発して、国際民事紛争を解決する際

の基準である準拠法の選択・決定、そしてその適用までの道筋を

たどりました。

第２部「紛争解決の場所を決める～国際裁判管轄・外国判決承

認の巻～」では、国際民事紛争の解決手続に関する中心的な問題

である、国際裁判管轄および外国判決の承認といった問題をとり

あげました。

そして第３部「世界は国際私法に満ちている～アンさんの物語

の巻～」では、アンさんという１人の女性の物語を追うというス
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タイルで、人々の生活のさまざまな場面に顔を出す国際私法的な

問題の解決を考えていくことにしました。

この本は、国際私法についてはじめて学ぶ方に、第１部から順

番に読んでいただくことを想定して執筆しました。しかし、クロ

ス・レファレンスを充実させましたので、国際私法についてある

程度知識のある方には、自分の理解が不十分なところや面白そう

なところを拾い読みするなど、自由に活用していただけるでしょ

う。

はしがきの最後に、国際私法の背景にある理念の１つをとりあ

げたいと思います。準拠法選択／国際裁判管轄／外国判決の承認

執行という国際私法の３つの制度の根底には「寛容さ」という理

念が存在すると思います。準拠法選択においては外国法を適用す

る寛容さ、国際裁判管轄については両当事者の利害を公平に考慮

する寛容さ、そして外国判決の承認にあたっては実質的再審査を

行わない寛容さ、どれも、「日本法の判断が絶対である」「日本人

を保護すべきである」といった考え方からは導かれないものでは

ないでしょうか。

これからも、国際民事紛争の解決枠組みとしての国際私法は少

しずつ変化をしていくことでしょう。この本に書かれたことも同

じように少しずつ古くなっていくと思います。しかし、国際民事

紛争を「妥当に」解決するには一定の寛容さが必要であることは、

今後も認識され続けていくと信じています。

国際私法に関心をもち、この本を手にとっていただけた方には、
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このような寛容さにも関心をもっていただければ幸いです。

この本が何とか完成したのは、弘文堂編集部の登健太郎氏の粘

り強い叱咤激励とご尽力のおかげです。心から感謝いたします。

また、さまざまな事情の中で、私が仕事に向かう時間を確保でき

たのは、家族のおかげです。亜樹、葵、遥の名前をここに記すこ

とをお許しください。

2015年１月

神前 禎
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この本は、「国際私法」についての入門書です。それを

書いている私は、国際私法の研究者というわけです。

そんな私が初対面の人に「国際私法を研究しています」

と自己紹介をすると、「その『国際私法』というのは何で

すか？」と聞かれます。あ、実は、本当に聞かれることは

そんなに多くはないのですが、まぁ話の流れ上、そう聞か

れる、ということにしておいてください。

「国際私法とは何か」……むずかしい質問です。しかし、

国際私法についての入門書を書いておきながら、この質問

に全然答えないというのでは、入門書の『門』を入った先

に何があるのかわからないままということになってしまい

ます。それでは誰にも門をくぐってもらえないでしょう。

というわけで、まずは第 章で、「国際私法って何？」

という疑問に答えることにしたいと思います。

国際私法＝国際＋私法

言葉の意味から出発して
国際私法の意味について考える出

発点は、そこで使われている「国

際」と「私法」という言葉です。まず、それぞれの言葉の意味を

第１部 適用されるルールを決める

第Ⅰ章 国際私法って何？

国際私法の意義のお話



考えてみましょう。

このうち、「国際」は理解しやすいでしょう。国と国とをまた

がるような、とか、複数の国に関係するような、国境を越えた、

といった意味ですね。

これに対して、「私法」という言葉は少しわかりにくいかもし

れません。しかし、法律を学んだ方であれば、法律が大きく「私

法」と「公法」とに分けられるということを聞いたことがあると

思います。私法とは私人と私人との間の法的関係を規律する法、

公法とは国家と個人との法的関係等を規律する法です。もっとも、

私法と公法とを厳密に区別しようとすると、その区別の基準は何

か、目的は何か、そもそも区別は可能か、といった点が問題とな

りますが、ここでは以上のように、非常に大雑把にとらえておけ

ば十分でしょう。

このように、「私法」とは私人と私人との間の法的関係を規律

するものなのですから、国際「私法」においても、問題となるの

はあくまでも私人と私人との間の関係です。そして「国際」私法

ですから、そこでとりあげられるのは国境を越えた私人間の関係

ということになります。

以上をまとめますと、国際私法とは、私人と私人との間の、国

と国とをまたがるような法的関係をめぐって生じた紛争を規律す

る法のことである、といえそうです。このような法的紛争を、こ

の本では、「国際民事紛争」と呼ぶことにしました。国家間の「国

際紛争」とはまったく異なるものですので、その点注意してくだ

さい。

第 章 国際私法って何？


